
別
表
第
一
（
第
三
号
関
係
）

区
分

科

目

時
間
数

備

考

講
義

重
度
の
肢
体
不
自
由
者
の
地
域
生
活
等
に
関
す
る
講
義

二

重
度
訪
問
介
護
に
従
事

す
る
者
の
職
業
倫
理
に

関
す
る
講
義
を
行
う
こ

と
。

基
礎
的
な
介
護
技
術
に
関
す
る
講
義

一

実
習

基
礎
的
な
介
護
と
重
度
の
肢
体
不
自
由
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
技
術
に
関
す
る
実
習

五

外
出
時
の
介
護
技
術
に
関
す
る
実
習

二

合

計

一
〇

別
表
第
二
（
第
三
号
関
係
）

区
分

科

目

時
間
数

備

考

講
義

医
療
的
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
重
度
訪
問
介
護
利
用
者
の
障
害

及
び
支
援
に
関
す
る
講
義

四

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
技
術
に
関
す
る
講
義

二

緊
急
時
の
対
応
及
び
危
険
防
止
に
関
す
る
講
義

一

実
習

重
度
の
肢
体
不
自
由
者
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
提
供
現
場
で
の
実

習

三

在
宅
等
で
生
活
す
る
障

害
程
度
区
分
五
又
は
六

で
あ
る
肢
体
不
自
由
者

に
対
す
る
介
護
サ
ー
ビ

ス
提
供
現
場
を
一
か
所

以
上
含
む
こ
と
。

合

計

一
〇

（
注
）

こ
の
表
に
定
め
る
研
修
の
課
程
は
、
別
表
第
一
に
定
め
る
内
容
以
上
の
研
修
の
課
程
を
修
了
し
た
者
を
対
象

と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
三
（
第
四
号
関
係
）

区
分

科

目

時
間
数

備

考

講
義

行
動
援
護
に
係
る
制
度
及
び
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
講
義

二

サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
人

権
及
び
従
事
者
の
職
業

倫
理
に
関
す
る
講
義
も

含
む
。

行
動
援
護
利
用
者
の
障
害
特
性
及
び
障
害
理
解
に
関
す
る
講

義

二

行
動
援
護
の
技
術
に
関
す
る
講
義

二

演
習

行
動
援
護
の
事
例
の
検
討
に
関
す
る
演
習

四

行
動
援
護
の
支
援
技
術
に
関
す
る
演
習

三

地
域
区
分

サ

ー

ビ

ス

種

類

割

合

特
別
区

旧
知
的
障
害
者
通
勤
寮
支
援

千
分
の
千
四
十
八

就
労
継
続
支
援

千
分
の
千
六
十
八

旧
身
体
障
害
者
授
産
施
設
支
援
（
旧
指
定
特
定
身
体
障

害
者
入
所
授
産
施
設
に
お
い
て
行
う
場
合
）

自
立
訓
練

千
分
の
千
七
十

就
労
移
行
支
援

千
分
の
千
七
十
一

居
宅
介
護

千
分
の
千
七
十
二

重
度
訪
問
介
護

行
動
援
護

児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

短
期
入
所

重
度
障
害
者
等
包
括
支
援

相
談
支
援

行
動
援
護
の
事
例
分
析
に
関
す
る
演
習

四

モ
デ
ル
を
使
っ
た
グ

ル
ー
プ
ワ
ー
ク
に
よ
る

演
習
を
行
う
こ
と
。

行
動
援
護
の
事
例
分
析
の
検
討
に
関
す
る
演
習

三

演
習
結
果
の
発
表
及
び

講
評
を
行
う
こ
と
。

合

計

二
〇

平成˜Ÿ年 月™ 日 金曜日 (号外第™™›号)官 報

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
三
十
九
号

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の

額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
二
十
三
号
）、
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指

定
相
談
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
二
十
四
号
）
及
び

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
旧
法
施
設
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生

労
働
省
告
示
第
五
百
二
十
二
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一
単
位
の
単
価
を
次
の
よ
う
に
定
め
、

平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
し
、
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
及
び
基
準
該
当
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一
単
位
の
単
価
（
平

成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
三
十
二
号
）
は
、
平
成
十
八
年
九
月
三
十
日
限
り
廃
止
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

厚
生
労
働
大
臣

柳
澤

伯
夫

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一
単
位
の
単
価

一

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用

の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
二
十
三
号
）
第
一
号
、
障
害
者
自
立
支
援
法

に
基
づ
く
指
定
相
談
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
二

十
四
号
）
第
一
号
及
び
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
旧
法
施
設
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る

基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
二
十
二
号
）
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一
単
位

の
単
価
は
、
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
二
十
九
条
第
一

項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
、
生
活
介
護
、
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、
自
立
訓
練
及
び
障
害
者
自
立
支

援
法
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
九
号
）
第
六
条
の
十
第
二
号
に
規
定
す
る
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型

に
係
る
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
（
法
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）、
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
相
談
支
援
（
以
下「
指
定
相
談
支
援
」と
い
う
。）

並
び
に
法
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
旧
法
施
設
支
援
に
つ
い
て
は
十
円
、
居
宅
介
護
、
重
度
訪
問

介
護
及
び
行
動
援
護
に
係
る
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
八
・
五
円
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法

第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
、
法
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
者
支
援
施
設

等
、
指
定
相
談
支
援
の
事
業
を
行
う
事
業
所
又
は
法
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
旧
法
指
定
施
設
が

所
在
す
る
地
域
区
分
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
サ
ー
ビ
ス
種
類
に
応
じ
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て

得
た
額
と
す
る
。
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